
※対象となる配食・会食サービスは、ボランティア団体等が調理を行い、食事を提供しているものです。

受入拠点以外の場所で配食・会食サービスを行った時は？

団体の代表者は、事前に団体の登録をして、引換券を受領します。
ボランティアの方は、活動したら代表者からポイント引換券を受け
取ります。
受入拠点等に引換券とポイントカードを持って行き、ポイントをつ
けてもらいます。

管理機関
（かながわ福祉
　サービス振興会）

団体登録をして引換券を受領
月末に報告をＦＡＸで送付

 ボランティア団体

　ホームページ等でご確認
ください。
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配食・会食サービスの実施

（この時、引換券交付状況を記録します）
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